
 

船橋市立医療センターにおける医師卒後臨床研修の修了認定基準 

 

船橋市立医療センターにおける医師卒後臨床研修の修了認定については、研修の実施期間

と到達目標の達成度について所定の条件を満たしている場合には医師臨床研修修了判定委

員会の審議を経て、所定の臨床研修を修了したものと認定する。 

 

第１ 研修の実施期間 

 当センターの卒後臨床研修プログラムにより、2年以上の臨床研修を修了、または修了見

込みであること。 

 ただし、2 年間の研修期間を通じた休止期間の合計が 90 日を超えていないこと、各研修

分野に求められている必修履修期間のすべてを満たしている場合は、所定の期間を研修し

たものとみなす。 

 

第２ 到達目標の達成度の評価 

 臨床研修の修了認定にあたって厚生労働省が示した「臨床研修の到達目標」に基づき判

定する。研修医の到達状況は EPOC に記録された評価を利用することとするが、必要に応

じ他の適切な方法をもって判定することもできるものとする。なお、項目ごとの判定基準

は次のとおりとする。 

 

Ｉ 行動目標 

 医療人として必要な基本姿勢・態度 

⑴患者―医師関係、⑵チーム医療、⑶問題対応能力、⑷安全管理、⑸症例呈示、⑹医療の

社会性の 6つの区分ごとに示された目標に基づき、2年間の研修で医療人として必要な基本

姿勢・態度について、掲げられた 21項目すべてにおいて、その到達度の最高値が研修医及

び指導医ともに a（十分できる）または b（できる）の評価をした期間があること。 

 

Ⅱ 経験目標 

Ａ．経験すべき診察法・検査・手技 

 ⑴医療面接、⑵基本的な身体診察法、⑸基本的治療法、⑺診療計画の 20 項目について、

2年間の研修期間においてそれぞれの項目の内容を習得し、その到達度の最高値が研修医及

び指導医ともに a（十分できる）または b（できる）の評価をした期間があること。 

 ⑶基本的な臨床検査、⑷基本的手技の 39項目については、必修とされた検査、手技等に

ついては必ず、その他の項目についてもできるだけ経験をし、その技術の習得度の最高値

が研修医及び指導医ともに a（十分できる）または b（できる）の評価をしていること。 

 ⑹医療記録の 5 項目については、その内容に沿った経験をし、その技術の習得度の最高



値が研修医及び指導医ともに a（十分できる）または b（できる）の評価をしていること。 

また、CPC レポートの作成、症例呈示は、原則臨床病理検討会への参加と、病理担当医師

の指導のもと作成したレポートを作成し指導医が内容を確認し、提出済みの評価をしてい

ること。 

B．経験すべき症状・病態・疾患 

１．頻度の高い症状 

 頻度の高い症状として示された 35 項目については、必修とされた 20 項目については必

ず、その他の症状についてもできるだけ経験、それぞれ自ら診察し、鑑別診断を行うこと。

あわせて研修医が経験したとする症状を指導医が確認の評価をしていること。 

 レポートの作成が必要なものについては、それを作成、指導医が内容を確認し、提出済

みの評価をしていること。 

２．緊急を要する症状・病態 

 緊急を要する症状・病態として示された 17 項目については、必修とされた 11 項目につ

いては必ず、その他の症状・病態についてもできるだけ経験、それぞれの初期治療に参加

すること。あわせて研修医が経験したとする症状・病態を指導医が確認の評価をしている

こと。 

３．経験が求められる疾患・病態 

 緊急を要する症状・病態として示された 88 項目については、必修とされた 48 項目につ

いては必ず、その他の症状・病態についても必修とされたものと合わせて 70％以上を経験

すること。特に必修項目についてはそれぞれの条件にあった経験をすること。あわせて研

修医が経験したとする症状を指導医が確認の評価をしていること。 

 レポートの作成が必要な疾患・病態についてはそれを作成、また、外科症例（手術を含

む。）を１例以上受け持ち、診断、検査、術後管理等について症例レポートを作成し、指導

医が内容を確認し、提出済みの評価をしていること。 

C．特定の医療現場の経験 

 救急医療、地域医療の現場を経験し、それぞれの到達目標項目のうち 1 つ以上で最高値

が研修医及び指導医ともに a（十分できる）または b（できる）の評価をしていること。 

 

 

 


